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別紙１－２ 

令和９年５月 31 日までの間、級地の調整を行う地域 

令和９年 

５月 31 日

までの 

級地区分 

令和９年 

６月１日 

以降の 

級地区分 

都道府県 地         域 

３級地 ２級地 東京都 三鷹市、小金井市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、あ

きる野市、瑞穂町、日ノ出町、檜原村、奥多摩町、大島

町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八

丈町、青ヶ島村、小笠原村 

４級地 愛知県 大府市 

４級地 ３級地 埼玉県 蕨市 

千葉県 我孫子市 

神奈川県 逗子市、三浦市、南足柄市、葉山町、大磯町、二宮町、

中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真

鶴町、湯河原町 

静岡県 裾野市 

京都府 長岡京市 

大阪府 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河

内長野市、松原市、和泉市、高石市、藤井寺市、泉南

市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊

取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 

５級地 茨城県 

滋賀県 

稲敷市、つくばみらい市、阿見町 

大津市、草津市、栗東市 

兵庫県 川西市、猪名川町 

奈良県 生駒市、平群町、川西町 

広島県 府中町 

５級地 ４級地 埼玉県 ふじみ野市 

愛知県 大治町、南知多町、美浜町、設楽町、東栄町、豊根村 

京都府 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、大山崎

町、京丹波町、伊根町、与謝野町 

対象外地域 宮城県 七ヶ浜町、利府町 

群馬県 明和町 

和歌山県 紀の川市、岩出市、かつらぎ町 

佐賀県 佐賀市 

 

  


